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   栃木市補助金等交付規則 

平成22年３月29日 

規則第56号 

 （目的） 

第１条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、補助金等の交付の申

請、決定及び使用等に関する基本的事項を定め、もって補助金等に係る予算の執

行の適正化を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 (1) 補助金等 市が交付する補助金及び交付金をいう。 

 (2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。 

 （補助金等の交付対象） 

第３条 補助金等は、市長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対

し、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付

する。 

２ 前項の補助金等の名称、交付の目的、交付の対象である事務又は事業の内容及

び条件並びにその交付率又は金額並びに相手方は、別に定める。 

 （交付の申請） 

第４条 補助金等の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金

等交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。ただし、市長が指定する補助金等については、この限りでない。 

 (1) 事業計画書 

 (2) 収支予算書（別記様式第２号）又はこれに代わる書類 

 (3) 工事の施行にあっては、実施設計書 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第５条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要

に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付するかどうかを決定するものと

する。 

２ 市長は、補助金等の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書（別記様

式第３号）により、申請者に通知する。 

 （交付の条件等） 

第６条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的

を達成するために必要な指示又は条件を付すことができる。 
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 （申請の取下げ） 

第７条 申請者は、第５条第２項の規定による補助金等の交付の決定通知を受けた

場合において、当該通知に係る決定内容又は前条の規定によりこれに付された条

件若しくは指示により難いと認めるときは、当該通知を受けた日から10日を経過

する日までに文書をもって申請の取下げをすることができる。ただし、市長が特

に必要と認めるときは、この期間を短縮し、又は延長することができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交

付の決定は、なかったものとみなす。 

 （計画変更の承認） 

第８条 補助金等の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、軽微

な変更で市長が定めるものを除き、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞

なく事業計画変更申請書（別記様式第４号）を市長に提出し、その承認を受けな

ければならない。 

 (1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。 

 (2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。 

 (3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等

の遂行が困難となったときは、遅滞なくその原因及びこれに対する措置を市長に

報告し、その指示を受けなければならない。 

３ 市長は、第１項の申請書の提出があった場合又は前項の報告があった場合には、

補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。 

４ 市長は、前項の規定により補助金等の交付決定を変更したときは、補助金等交

付決定変更通知書（別記様式第５号）により補助事業者に通知する。 

 （補助金等の請求） 

第９条 第５条第２項及び前条第４項の規定により通知を受けた補助事業者は、補

助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書（別記様式第６号）

に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が指

定する補助金等については、この限りでない。 

 (1) 補助金等交付決定通知書の写し又は補助金等交付決定変更通知書の写し 

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定により補助金等交付請求書の提出があったときは、栃木市財務規則

（平成22年栃木市規則第55号）第45条第１項に規定する請求書の提出があったも

のとみなす。 

 （実績報告） 

第１０条 補助事業者は、当該補助事業等が完了したときは、市長が定める期日ま
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でに補助事業等実績報告書（別記様式第７号）に次に掲げる書類を添えて、市長

に提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助金等については、この

限りでない。 

 (1) 事業実績書 

 (2) 収支決算書（別記様式第８号）又はこれに代わる書類 

 (3) 工事にあっては契約書の写し及び施工者からの工事完了届の写し 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （交付の決定の取消し） 

第１１条 市長は、補助事業等について次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。 

 (2) 補助金等を他の用途に使用したとき。 

 (3) 第14条本文の規定に違反したとき。 

 (4) 前３号のほか、補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容及びこれに

付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。 

 （補助金等の返還） 

第１２条 市長は、第８条第３項及び前条の規定により補助金等の交付の決定を取

り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金等が交付さ

れているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

 （加算金及び延滞金） 

第１３条 補助事業者は、前条の規定により補助金等の返還を命じられたときは、

その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金

等の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければ

ならない。 

２ 補助事業者は、補助金等の返還を命じられた場合において、これを期限までに

納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納

額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければなら

ない。 

３ 市長は、前２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当

該補助事業者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがで

きる。 

 （財産の処分の制限） 

第１４条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げ

る財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補
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助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び

当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りで

ない。 

 (1) 不動産及びその従物 

 (2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、補助金等の目的を達成するため特に必要がある

と認めて市長が指定するもの 

 （帳簿の備付） 

第１５条 補助事業者は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備

え付け、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、これらを補助金

等の受領日から５年間保存しなければならない。ただし、市長が必要と認める場

合は、この期間を延長することができる。 

 （立入検査等） 

第１６条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認

めたときは、補助事業者に補助事業等に関する報告を求め、又は市長の命じた職

員（以下「検査員」という。）をしてその事務所、事業所等に立ち入らせ、当該補

助事業等に係る帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる

ことができる。 

２ 検査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを

提示しなければならない。 

 （補則） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成22年３月29日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の栃木市

補助金等交付規則（平成７年栃木市規則第25号）、大平町補助金等交付規則（昭和

59年大平町規則第４号）、藤岡町補助金等交付規則（平成13年藤岡町規則第12号）

又は都賀町補助金等交付規程（昭和47年都賀町告示第７号）（以下これらを「合併

前の規則等」という。）の規定により交付決定を受けた補助金については、なお合

併前の規則等の例による。 

３ 施行日の前日までに、合併前の規則等の規定によりなされた決定、手続その他

の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為

とみなす。 
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別記様式第１号（第４条関係） 

 

年  月  日   

 

  （あて先）栃木市長 

 

申請者 住所又は所在地             

名称                  

氏名又は代表者名        印   

 

補 助 金 等 交 付 申 請 書 

 

     年度において、次のとおり補助していただきたく、栃木市補助金等交付規則第

４条の規定により申請します。 

補助事業等の名称   

補 助 金 等 の 名 称   

補 助 金 等 申 請 額 円 

添 付 書 類

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) 工事の施行にあっては実施計画書 

(4) 

(5) 
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別記様式第２号（第４条関係） 

 

収 支 予 算 書 

収入                                （単位：円） 

科 目 本年度予算額 前年度予算額
差 引 

摘 要
増 減 

            

 

支出                                （単位：円） 

科 目 本年度予算額 前年度予算額
差 引 

摘 要
増 減 
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別記様式第３号（第５条関係） 

栃木市指令 第 号 

補 助 金 等 交 付 決 定 通 知 書 

 

 

補助事業者 住所又は所在地             

名称                  

氏名又は代表者名            

 

     年  月  日付けで申請のあった（補助金等の名称）の交付については、次

のとおり決定したので、栃木市補助金等交付規則第５条の規定により通知します。 

年  月  日   

栃木市長        印   

補助事業等の名称   

交 付 決 定 額 円

交 付 条 件   

交 付 に 係 る 指 示   
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別記様式第４号（第８条関係） 

 

年  月  日   

  （あて先）栃木市長 

補助事業者 住所又は所在地             

名称                  

氏名又は代表者名        印   

事 業 計 画 変 更 申 請 書 

 次のとおり事業計画を変更いたしたく、栃木市補助金等交付規則第８条の規定により申

請します。 

補助事業等の名称   

補 助 金 等 の 名 称   

変 更 の 内 容   

変 更 年 月 日         年   月   日 

変 更 の 理 由   

添 付 書 類   
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別記様式第５号（第８条関係） 

栃木市指令 第 号 

補助金等交付決定変更通知書 

 

補助事業者 住所又は所在地             

名称                  

氏名又は代表者名            

 

     年  月  日付け栃木市指令 第  号により交付決定した（補助金等の名

称）について、次のとおり変更したので、栃木市補助金等交付規則第８条の規定により通

知します。 

年  月  日   

栃木市長        印   

補助事業等の名称   

変更前の交付決定額 円

変更後の交付決定額 円

変 更 増 減 額 円

交 付 条 件   

交 付 に 係 る 指 示   
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別記様式第６号（第９条関係） 

 

年  月  日 

 （あて先）栃木市長 

補助事業者 住所又は所在地           

名称                

氏名又は代表者名        印 

補 助 金 等 交 付 請 求 書 

     年  月  日付け栃木市指令  第  号により交付決定のありました 

 年度               を、栃木市補助金等交付規則第９条第１項の規

定により請求します。 

  金 額 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円  

  

補助事業等の名称   

補助金等交付決定

通知額 
円 

既 交 付 額 円 

今 回 交 付 請 求 額 円 

未 交 付 額 円 

添 付 書 類

(1) 交付決定通知書の写し 

(2) 

(3) 

  

    
       領 収 書 

   上記の金額領収しました。 

       年  月  日 

氏 名        印 

 （あて先）栃木市会計管理者 

  
収 入

印 紙 

    

 

（注）１ 数字は、算用数字を使用すること。 

   ２ 金額の頭に￥を付けること。 

   ３ 親金を訂正したものは、無効です。 

   ４ 支払について希望する方法の番号を

○で囲むこと。 

   ５ 普通預金は「普」を、当座預金は「当」

を○で囲むこと。 

１ 口座振替 ２ 窓口（現金）払 
３ その他（納入書等） 

振込先     銀行    支店 

預 金
種 別

普 当
口座
番号 

  

名 義   
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別記様式第７号（第10条関係） 

 

年  月  日   

 

  （あて先）栃木市長 

 

補助事業者 住所又は所在地             

名称                  

氏名又は代表者名        印   

 

補 助 事 業 等 実 績 報 告 書 

 

     年  月  日付け栃木市指令 第  号で交付決定の通知のありました（補

助事業等の名称）が完了しましたので、栃木市補助金等交付規則第10条の規定により報告

します。 

補 助 金 等 の 名 称   

補 助 金 額 円

補助事業等の施行場所   

着 手 年 月 日         年  月  日 

完 了 年 月 日         年  月  日 

経 過 及 び 内 容   

添 付 書 類 

(1) 事業実績書 

(2) 収支決算書 

(3) 工事にあっては契約書の写し及び施工者からの工事完了

届の写し 
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別記様式第８号（第10条関係） 

 

収 支 決 算 書 

収入                                （単位：円） 

科 目 予 算 額 決 算 額
差 引 

摘 要
増 減 

            

 

支出                                （単位：円） 

科 目 予 算 額 決 算 額
差 引 

摘 要
増 減 

            

 


